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第２章 災害危険区域等 

 

 

本条では、法第３９条第１項の規定により災害危険区域を指定しています。 

本市では急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号。以下「急傾斜地

法」という。）第３条第１項の規定により神奈川県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域が災害危険区

域となります。 

 なお、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）

第９条第１項の規定による土砂災害特別警戒区域として指定された区域は、法による構造規制（政令第

８０条の３）が適用されることから本条の災害危険区域からは除外するものとします。 

 また、急傾斜地崩壊危険区域において、切土、盛土、掘削等（急傾斜地法第７条第１項各号に定める

行為）を行う場合は、県知事の許可が必要です。 

  

（災害危険区域の指定） 

第３条 法第３９条第１項の規定により指定する災害危険区域（以下「災害危険区域」という。）

は，急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の

規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の規定により土砂災害特別警戒区域

として指定された区域を除く。）と同一の区域とする。 
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本条は、災害危険区域内の建築物の構造等について定めた規定です。対象となる建築物は、用途、規

模に関係なく居室を有するものすべてとしています。 

本条における崖とは、勾配が３０度を超える傾斜地をいい、崖の高さにかかわらず適用されます。 

 

１ 第１項関係 

災害危険区域内に居室を有する建築物を建築する場合の基礎及び主要構造部の構造について定

めています。崖崩れによる建築物の倒壊及び人身への被害を防ぐため、第３項に該当する場合を除

き、居室を有する建築物は鉄筋コンクリート造、又はこれに類する構造として鉄骨鉄筋コンクリー

ト造等とする必要があります。 

なお、本項の規定に基づき鉄筋コンクリート造、又はこれに類する構造とした建築物は、崖崩れ

による土石等の影響を考慮した上で、政令第３６条の３（構造設計の原則）の規定を満足するため

に適切な構造方法とする必要があります。 

同条の規定は、すべての建築物に適用されるものであり、安全上必要な構造方法に関して建築物

が適合すべき技術的基準のうち、構造設計に当たって守るべき基本的な原則を定めているものです。

この基本的な原則については、土地の状況等に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築

物全体が、これに作用する土圧等に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとして

います。これは、仕様規定や構造計算に関する規定に従った上で、さらに設計者判断等を加えて、

安全な構造となるよう設計しなければならないことを示しています。 

設計者は構造計算書の提出を要しない小規模なものについても、また構造計算による安全確認を

行う場合においても、同条の主旨を反映する必要があります。 

 

２ 第２項関係 

災害危険区域内に居室を有する建築物を建築する場合、崖に面する部分で崖の上端よりも低いも

のには、居室の窓その他の開口部の設置を禁止する規定です。ただし、小開口については、開口面

積が１００平方センチメートル以下で、その周囲に径１２ミリメートル以上の補強筋を配置した給

気口又は排気口に限り設置することができます。「当該建築物の崖に面する」部分とは図 4-1 のと

おりです。 

（災害危険区域内の建築物） 

第４条 災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合においては，当該建築物の基礎

及び主要構造部は，鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造としなければならない。 

２ 災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合においては，当該建築物の崖（地表

面が水平面に対し３０度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。）に面する当該崖の上端の高

さより低い部分には，居室の窓その他の開口部を設けてはならない。 

３ 前２項の規定は，当該建築物が崖崩れによる被害を受けるおそれのない場合においては，適用し

ない。 
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図 4-1 「当該建築物の崖に面する」部分 

 

「崖の上端の高さ」とは図 4-2 のとおりです。 

 

図 4-2 崖の上端の高さ 

 

３ 第３項関係 

崖崩れによる被害を受けるおそれのない場合とは、次のいずれかに該当する場合とします。 

・急傾斜地法第１２条第１項又は第１３条に規定する工事を行った崖に面する場合（図 4-3） 

・建築物から崖の下端までの距離が当該崖の高さの２倍以上であって、崖崩れにより建築物に影

響を及ぼすおそれのない場合（図 4-4） 

・崖に面さない建築物の部分及び崖の上端より高い建築物の部分である場合 

・その他崖崩れによる被害を受けるおそれがないと認められる場合 

勾配が 30°を超える傾斜地 

1 階 

2 階 

3 階 

4 階 

崖の上端より 

下に居室がある場合， 

崖に面する居室の 

開口部の設置禁止 

 

 

 

 

「当該建築物の崖に面する」部分 

建築物 
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２ 第２項関係 

原則的には安全な擁壁により崖崩れを防止する必要がありますが、本項では崖崩れによっても建

築物が崩壊しない対策を講じた場合には前項の規定を適用しないこととしています。 

(1) 崖の上に建築物を建築する場合において 

第１号中「当該建築物の基礎が崖に影響を及ぼさないとき」とは、図 5-5 のように基礎の根

入れを崖の下端から土質により算出した角度をなす面より深くする等、基礎の応力が崖に影響

を及ぼさない場合をいいます。 

 

図 5-5 基礎が崖に影響を及ぼさない例 

 

(2) 崖の下に建築物を建築する場合において 

第２号は、建築物の一部を鉄筋コンクリート造とする対策又は流土止めを設ける対策につい

て示したものです。なお、政令第８０条の３の規定の適用を受ける建築物で、国土交通大臣が

定めた構造方法を用いたもの若しくは同条ただし書の規定により国土交通大臣が定めた構造

方法を用いる門又は塀が設けられている場合は、本号に該当します。 

  

第２号中「崖崩れによる被害を受けるおそれのある部分」とは、崖崩れによって建築物が被

害を受けないように当該建築物の主要構造部を鉄筋コンクリート造とするか、又は崖崩れによ

る被害を防止するために必要な施設を設けるべき範囲で、図 5-6 のとおりです。 

 

図 5-6 崖崩れによる被害を受けるおそれのある部分 

：主要構造部を鉄筋コンクリート造とする場合の範囲 

：崖崩れによる被害を防止するために必要な施設を設ける場合の範囲 

 

2H 

2H 

＋H 

±0 

 L 

L 

θ1 

L≧0.7H 

θ1 

L 

H＞2m H＞2m 

θ1：地表面に対する基礎下

端と崖下端の勾配の

なす角度 

(a) 直接基礎の場合 (b) くい基礎の場合 

Ｈ＞5m θ1：別表第１（中欄） 

Ｈ≦5m θ1：別表第１（下欄） 

 

L:0.7H 以上又はくい等の設計に 

おいて必要とする距離 

L:1.5ｍ以上又は流土止めの設計に 

おいて必要とする距離 
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第２号中「建築物の主要構造部を鉄筋コンクリート造」とする場合とは、図 5-7 のとおりです。 

 

 

 

図 5-7 建築物の主要構造部を鉄筋コンクリート造とする場合 

 

 

第２号中「崖崩れによる被害を防止するために必要な施設」とは、崖崩れを想定した場合に、

建築物に対する土砂等の直撃を避けるもので、図 5-8 のような流土止めが該当します。 

 

図 5-8 崖崩れによる被害を防止するために必要な施設を設ける場合 

 

 

３ 第３項関係 

本項は、崖への流水等の進入により崖の崩落等を保護するため、排水溝を設けるなどの措置を

規定したものです。なお、原則として崖の上部に排水溝を設ける措置が必要ですが、崖の上部の

勾配を崖とは反対側にするなど崖への流水等を防止するための適当な措置を講じた場合は必ず

しも排水溝を設ける必要はありません。 

：コンクリートの流土止め又はロックフェンスで防ぐ部分 

2H 

H 

1/3H 

1/3H 

1/3H 

L 

ロックフェンス 流土止め 

：コンクリートの流土止めで防ぐ部分 

：主要構造部を鉄筋コンクリート造とする場合の範囲 

2H 

H 

1/3H 

2/3H 

L:1.5ｍ以上又は流土止めの設計に 

おいて必要とする距離 
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（7） 児童福祉施設等 

 政令第１９条第１項に規定する施設とは、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施

設（補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く）、保護施設（医療保護施設を除く。）、

婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援

センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労

継続支援を行う事業に限る。）の用に供する施設又は障害者自立支援法（平成１７年法律第１２

３号）附則第４１条第１項、第４８条若しくは第５８条第１項の規定によりなお従前の例により

運営をすることができることとされた同法附則第４１条第１項に規定する身体障害者更生援護

施設、同法附則第４８条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第５８条第１項に

規定する知的障害者援護施設をいいます。 

ここでいう児童福祉施設とは、児童福祉法第７条に規定する施設で、幼保連携型認定こども園

を除く、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児

入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援セン

ターをいいます。 

また、これらに類似した規模、形態又は機能を有する福祉系の用途の施設についても、当該施

設の実態を踏まえて児童福祉施設等として取り扱うため、計画にあたっては注意してください。 

 

 (8) キャバレー・ナイトクラブ 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１号及び第３号に該当する施設

が該当します。 
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第１７項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するもの） 

４ 第４項関係 

 本項は、前項の規定と同様に政令第１２１条第１項第５号の強化規定であり、前項に規定したも

のを除く共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物若しくは下宿の用途に供する建築物について、

避難階以外の各階における居室の床面積合計が５０平方メートルを超えるものについては、その階

から避難階又は地上に通ずる２以上の直通階段又はこれに代わる施設を設けなければならないこ

とを定めています。 

また、前項の規定と同様に、主要構造部が準耐火構造であるか又は政令第１０９条の３第２号に

該当する構造とした建築物にあっては、５０平方メートルとあるものを１００平方メートルとして

います。 

直通階段に代わる施設で「これに代わる施設」とは、避難用タラップ、避難はしご、滑り台、緩

降機等の消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第２５条に基づく避難器具であり、不燃材であ

ると共に、設置を有する場所に固定されたものをいいます。 

 なお、当該建築物の主な居住者が高齢者等であることが想定される場合には、居住者が容易に避

難できるように２以上の直通階段を設けることが望ましいです。 
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第８章 道に関する基準等 

第１節 道に関する基準及び手続等 

 

本条は、政令第１４４条の４第２項に基づき、法第４２条第１項第５号で定める道路の位置の指定に

係る、道に関する基準を定めたものです。指定基準、手続き等詳細に関しては「藤沢市道路位置指定の

手引き」を参照してください。 

 

 

本条は、地方自治法第１４条第２項に基づき、私道である道路の変更又は廃止をする場合の手続きに

ついて定めたものです。手続き等詳細に関しては規則及び「藤沢市道路位置指定の手引き」を参照して

ください。 

（私道の変更又は廃止） 

第６３条 法第４２条第１項第２号，第３号及び第５号，第２項並びに第３項の規定に該当する私道

を変更し，又は廃止しようとする者は，あらかじめ，市長にその旨を届け出なければならない。 

（道に関する基準等） 

第６２条 政令第１４４条の４第２項の規定により条例で定める区域は，藤沢市全域とする。 

２ 政令第１４４条の４第２項の規定により条例で定める基準は，次に定めるとおりとする。 

 （１）道の幅員は，４．５メートル以上であること。ただし，市長が周囲の状況によりやむを得な

いと認めた場合は，この限りでない。 

 （２）道が同一平面で交差し，若しくは接続し，又は屈曲する箇所（交差，接続又は屈曲により生

ずる内角が１２０度以上の場合を除く。）は，角地の隅角をはさむ辺を二等辺とする底辺３メ

ートル以上の三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし，市長が周囲の

状況によりやむを得ないと認めた場合は，この限りでない。 

 （３）道の構造は，その周囲に縁石その他これに類する材料を設置し，アスファルト舗装その他こ

れと同等以上の耐久性を有するものであること。 

 （４）道の横断勾配は２パーセントであること。ただし，市長が周囲の状況によりやむを得ないと

認めた場合は，この限りでない。 

 （５）道の縦断勾配は１２パーセント以下であり，かつ，階段状でないものであること。この場合

において，縦断勾配が９パーセントを超える部分は，滑り止めの措置を講じたものであること。 

 （６）道の排水設備は，その両側にＬ型側溝を設け，両側２０メートル以内ごとに街きょますを設

けたものであること。ただし，市長が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合は，この限

りでない。 

 （７）前号の街きょますは，１５センチメートル以上の深さの砂だまりを設けたものであること。 

 （８）道の排水設備の末端は，公共下水道，都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結した

ものであること。 
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２ 第２項関係 

本章の適用にあたって、景観法に定める景観重要建造物及び市長が別に指定する建築物は歴史的価値

を有するものでなければならないため、歴史的建築物の認定又は指定にあたっては、市長が審査会に意

見を聴かなければならないこととしています。 
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第４節 法適用除外建築物に関する指定等 

 

建築基準法の適用の除外については、法第３条に規定があります。本条は、法第３条第１項第３号の

規定による指定を受ける場合の申請等について定めたものです。法適用除外建築物の指定の申請にあた

っては、申請書及び維持保全計画書の添付が必要となります。 

 法適用除外建築物の指定は、対象歴史的建築物又は神奈川県指定重要文化財若しくは藤沢市指定重要

文化財が対象となります。なお、指定重要文化財については、あらかじめ、文化財保護条例等を所管す

る部署との協議が必要となります。 

 また、法適用除外建築物の指定については、法の規定により、審査会の同意が必要となります。 

 

（法適用除外建築物の指定等） 

第７６条 法第３条第１項第３号の規定による指定を受けようとする対象歴史的建築物又は第７１

条第１項第１号ア若しくはイに掲げる建築物の所有者は，市長が別に定める申請書に，当該建築物

が交通上，安全上，防火上及び衛生上支障がないことを確認することができる書類（以下「維持保

全計画書」という。）及びその他市長が別に定める書類を添えて，市長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による維持保全計画書に記載すべき事項は，市長が別に定める。 

３ 市長は，第１項の規定により申請があった場合において，当該建築物が交通上，安全上，防火上

及び衛生上支障がないことを確認したときは，速やかに，法第３条第１項第３号の規定による指定

を行うものとする。 

４ 市長は，前項の指定をした場合においては，速やかに，その旨を申請者に通知するとともに，公

告するものとする。 
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法適用除外建築物を保存しつつ、使用していくためには、増築をはじめ、ある程度の改修が必要にな

ることがあります。本条では法適用除外建築物の安全性を確保するため、市長の許可を受けなければ当

該建築物に増築等を行うことができないよう規制を設けています。増築等の許可は、法適用除外建築物

の指定の際に定めた維持保全計画の内容を踏まえて、当該建築物の安全性が確保されているかを審査し

ます。また、増築等の許可にあたっては、あらかじめ、審査会の同意を得なければならないこととして

います。 

 法適用除外建築物には、将来にわたって良好な状態で保存するために、本条例又は文化財保護条例に

より現状変更の規制がかかっており、本条の規定による増築等の許可とは別に現状変更の許可等を受け

なければ増築等を行うことはできません。 

また、本条の規定による許可のうち、用途の変更をするもので、用途地域の制限に抵触する用途に変

更しようとする場合については、公開による意見の聴取を行わなければならないことを定めています。 

 

（増築等の許可等） 

第７７条 何人も，法適用除外建築物の増築等をしようとする場合は，市長の許可を受けなければな

らない。当該許可を受けた後に当該許可を受けた内容の変更をする場合についても，同様とする。

ただし，通常の管理行為，軽易な行為その他の行為（市長が別に定めるものに限る。）及び非常災

害のため必要な応急措置として行う行為については，この限りでない。 

２ 市長は，前項の規定による許可の申請に係る増築等が，当該法適用除外建築物について，交通上，

安全上，防火上及び衛生上支障がないと認める場合に許可をするものとする。 

３ 市長は，前項の規定により許可をする場合においては，あらかじめ，審査会の同意を得なければ

ならない。 

４ 第２項の規定による許可には，法適用除外建築物又は対象敷地を交通上，安全上，防火上又は衛

生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。この場合におい

て，その条件は，当該許可を受けた者に不当な義務を課すものであってはならない。 

５ 市長は，第３項の場合において，第１項の規定による法適用除外建築物の増築等の許可のうち，

用途の変更をするもので，当該用途の変更が，当該建築物が法の適用を受けるとした場合に法第４

８条第１項から第１４項までの規定に抵触することとなるときは，審査会の同意を得る前に，その

許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。 

６ 市長は，前項の規定による意見の聴取を行う場合においては，その許可しようとする法適用除外

建築物の用途の変更の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の３日前までに公告しなけれ

ばならない。 

７ 第７４条第３項の規定は，第１項の規定による許可をする場合に準用する。 
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本条は、対象敷地内の法適用除外建築物以外の建築物を建築しようとする場合の許可について定めた

ものです。 

 法に基づき、対象敷地における建蔽率や容積率を算出する場合に、法適用除外建築物は、算出の対象

となりません。これでは、敷地の周辺と比べて大きな敷地内建築物が建築できることとなり、市街地の

防災上及び衛生上等に支障をきたします。また、対象敷地内に敷地内建築物を計画することにより、法

適用除外建築物に延焼のおそれのある部分を生じさせ、防火上等に支障をきたすことも考えられます。 

 このため、本条では、敷地全体で市街地環境や法適用除外建築物への影響等を考慮することとし、法

の適用をうける敷地内建築物の建築や用途変更を行う場合、事前に市長の許可を受ける必要があること

を定めています。許可にあたっては、あらかじめ、審査会の同意を得なければなりません。 

 また、敷地内建築物の建築確認申請等を行う前には、許可申請を行い、支障がない旨の市長の許可を

受けなければなりません。 

 

 

 

 

 本条は、法適用除外建築物の指定を受ける際に策定した維持保全計画書の内容を変更しようする場合

の許可について定めたものです。 

 維持保全計画書は、法適用除外建築物の安全性を確保するために重要なものであり、内容を変更しよ

うとする場合には事前に市長の許可を受ける必要があります。また許可にあたっては、あらかじめ、審

査会の同意を得なければなりません。 

 

 

（敷地内建築物の工事に係る許可等） 

第７８条 対象敷地内において，法適用除外建築物以外の建築物（以下「敷地内建築物」という。)

の増築，改築，移転又は用途の変更をしようとする者は，あらかじめその計画が当該法適用除外建

築物の位置，構造及び用途との関係において交通上，安全上，防火上及び衛生上支障がないことに

ついて，市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた後に計画の変更をする場合（別に

定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)についても，同様とする。 

２ 前項の規定による許可は，法第６条第１項若しくは第６条の２第１項の規定（法第８７条第１項

前段において準用する場合を含む。)による確認の申請又は法第１８条第２項の規定（法第８７条

第１項前段において準用する場合を含む。)による通知を要するものであるときは，当該申請又は

通知をしようとする日までに受けなければならない。 

３ 第７４条第３項及び前条第３項の規定は，第１項の規定による許可をする場合に準用する。 

（維持保全計画書の変更の許可） 

第７９条 法適用除外建築物の所有者は，当該法適用除外建築物の維持保全計画書の内容を変更しよ

うとするとき（別に定める軽微な変更を除く。)は，市長の許可を受けなければならない。 

２ 第７７条第３項の規定は，第１項の規定による許可をする場合に準用する。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年４月１日から施行する。  

（藤沢市中高層建築物の日影に関する条例及び藤沢市住宅等地下室の容積率緩和の制限に関する条

例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は，廃止する。  

（１）藤沢市中高層建築物の日影に関する条例（昭和５３年藤沢市条例第２８号） 

（２）藤沢市住宅等地下室の容積率緩和の制限に関する条例（平成１８年藤沢市条例第７号） 

 （経過措置） 

３ この条例の施行前に法第６条第１項（第８７条第１項又は第８７条の４において準用する場合を含

む。）若しくは法第６条の２第１項（第８７条第１項又は第８７条の４において準用する場合を含む。）

の規定による確認の申請又は法第１８条第２項（第８７条第１項又は第８７条の４において準用する

場合を含む。）の規定による通知がされた建築物の計画に係る審査については，なお従前の例による。  

４ この条例の施行前に次の表の左欄に掲げる神奈川県建築基準条例（昭和３５年神奈川県条例第２８

号。以下「県条例」という。）の規定に基づき市長がした許可を受けている建築物については，同表

の当該項の右欄に掲げるこの条例の規定により市長がした許可を受けているものとみなす。 

県条例の規定 この条例の規定 

県条例第４条ただし書 第６条ただし書 

県条例第５条ただし書 第１１条ただし書 

県条例第１２条ただし書 第１７条ただし書 

５ 第１２章の規定については，この条例の施行の日後にした行為に対して適用するものとし，この条

例の施行の日前にした行為については，適用しない。 

６ 藤沢市建築審査会条例（昭和４０年藤沢市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則(平成３１年条例第４２号) 

この条例は、公布の日から施行する。（公布の日：平成３１年４月１日）ただし、第２条の規定は、

建築基準法の一部を改正する法律(平成３０年法律第６７号)の施行の日から施行する。（施行の日：令

和元年６月２５日） 

附 則(令和元年条例第２９号) 

この条例は、公布の日から施行する。（公布の日：令和元年１２月２０日） 

附 則(令和２年条例第３３号) 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則(令和３年条例第１号) 

この条例は、公布の日から施行する。（公布の日：令和３年５月２４日） 


